
 

 

 

 

令和２事務年度における相続税の調査等の状況（宮崎県版）  
 

                                  令和３年１2 ⽉ 
                 熊 本 国 税 局 

 

 

Ⅰ 相続税の調査等の状況 

１ 令和２事務年度における相続税の実地調査の状況 

 

Ⅱ 参考計表 

１ 申告漏れ相続財産の⾦額の推移 

２ 申告漏れ相続財産の⾦額の構成⽐の推移 
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〇 相続税の調査事績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(注)  「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額（相続時精算課税適⽤財産を含む。）から、被相続⼈の債務・葬式費⽤の額(調査による増減分) 
を控除し、相続開始前３年以内の被相続⼈から法定相続⼈等への⽣前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。よって、「Ⅱ 参考計表」 
の「１ 申告漏れ相続財産の⾦額の推移」の⾦額と⼀致しない。   

 

 令和２事務年度における相続税の実地調査の状況 

相続税の実地調査については、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにも
かかわらず無申告であると想定される事案など、⼤⼝事案や悪質な不正が⾒込まれる事案について、実地調査を
実施しています。 

令和２事務年度においては、実地調査１件当たりの追徴税額（345 万円）が対前事務年度⽐ 90.1％と
減少しました。 

対前事務年度⽐

件 件 ％

63 48 76.2
件 件 ％

52 39 75.0
％ ％ ポイント

82.5 81.3 ▲ 1.2
件 件 ％

7 3 42.9
％ ％ ポイント

13.5 7.7 ▲ 5.8
百万円 百万円 ％

1,746 913 52.3
百万円 百万円 ％

299 72 24.1
百万円 百万円 ％

205 145 70.7
百万円 百万円 ％

36 20 55.6
百万円 百万円 ％

241 165 68.5
万円 万円 ％

2,771 1,902 68.6
万円 万円 ％

383 345 90.1

             　　　　　　　　  事務年度等
 項目 令和元事務年度 令和２事務年度

 ① 実地調査件数

⑥ 申告漏れ課税価格

⑦ ⑥のうち
重加算税賦課対象

⑧

追
徴
税
額

本税

⑨ 加算税

 ⑩ 合計

 ② 申告漏れ等の⾮違件数

 ③ ⾮違割合
(②／①）

⑤ 重加算税賦課割合
（④／②）

④ 重加算税賦課件数

 ⑪ 
実

地

調

査

１
件
当
た
り

申告漏れ課税価格
（⑥／①）

⑫ 追徴税額
（⑩／①）

（注）

（注）
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 １ 申告漏れ相続財産の⾦額の推移 

 ２ 申告漏れ相続財産の⾦額の構成⽐の推移 

647 693 745
487 425

650 512

1,016

599

221

201
150

273

293

159

838

37

126

169

22

18

18

56

42

56

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

28 29 30 元 2

その他 現⾦・預貯⾦等 土地 有価証券 家屋
（事務年度）

883

2,354

1,410

2,216

1,590

27.5

49.2
33.6 30.7

48.1

27.6

36.3

45.9
37.7

25.18.5

10.6
12.3

18.4
18.035.6

2.6 5.7 10.6
2.5

0.8 1.3 2.5 2.6
6.3

0

20

40

60

80

100

28 29 30 元 2

その他 現⾦・預貯⾦等 土地 有価証券 家屋
（事務年度）

（％）

（百万円） 


